
   別に定める会費 

 

入会金及び年会費  
 

（単位：円） 

 

＊子供団体とは、18 才未満の子供のみによる団体をいう。 

一般会員とは・前現行特別会員 

 

 

 

 

 

会員種別 入会金 年度会費 
 

正会員 10,000 10,000 
 

正会員 

(子供団体) 
5,000 5,000 

 

一般会員 

(団体) 
10,000 10,000 

 

一般会員 

(子供団体) 
5,000 5,000 

 

一般会員 

(個人) 
2,000 3,000 

 

賛助会員 

(個人) 
－ 50,000 以上 

賛助会員 

(法人) 
－ 150,000 以上 

名誉会員 － － 
 


